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長期投薬情報提供料 1は，患者の服薬

している医薬品の「重要な情報」を入

手した時に，患者または家族などに連絡・情報提

供するとありますが. I重要な情報」がなかった場

合には何もしなくてもかまわないのですか。患者

に説明する際，どのようなメリットがあるのか説

明したいの ですが。(匿名希 望)

長期投楽情報提供料 lは，患者が服用して

いる医薬品の「重要な情幸liJを提供するこ

~ 

調剤をしていて疑問に思ったこと，

てC 医師または患者さんに聞かれて図ったこと，
〆I、 ・....・o・".
ー 〆h 医師に疑義照会して対応したが

F いま一つ納得できないこと，ありませんか?

皆さんの疑問に各分野の専門家がお答えいたします。

どしどし質問してください。

「質問の募集」要項は61頁にあります。

なお，回答は本誌に縄識することによってのみ行います。

官置話やファクシミリによる回答はご容赦ください。

また.特殊なケースの質問は

採用されないこともありますので予めご了承ください。

とのほか，忠者や家族からの相談もしくは情報提供の求

めに応じることが必姿です。

長共IH文言lili'lj古宇fi提供fllは，その基本的な業務の lつとし

て，患者宇の月医薬JtJJ問中にその医薬品の「重要な情報」で

ある[霊会主品緊急安全性情報や医薬品等安全性情報などを

入手した;場合に，その情報を沼、者や家族などに連絡・提

供することが求められていますが，それ以外にも .IJ良三疑

問rrJ1"1"における，也、符や家放からの相日炎もしくは情報提供

の求めに応じるよう算定要fi:で定められています。

長期.j-{):柴情キli.J走供wトlで、求め られているサー ビスとし
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て，医薬品の「重要な情報」を入手した際の述絡・情報

提供の実施についてはき ちんと型W~ されているようです

が，患者や家族からの相談もしくは情報提供の求めに応

じることについては忘れがちであるケースが散見されま

す。そのため，特に重要な情報を入手しなかった場合に

は， I結果的に何もしないことになるのではないか」とい

った心配もあるようですが，月lt薬期間中の相談などにも

応じることまで合めて評価されています。患者にはそれ

らをきちんと説明の L そのメリットを感じてもらえる

よう努力 してください。
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基準調剤加算の届出要件の 1つに，医

薬品に関する情報を入手するための手

段(連絡方法および連絡先など)を薬局の外側に掲

示するとありますが，これはどのような意味でし

ょうか。その薬局が情報を入手している手段を掲

示しておけばよいのでしょうか。(匿名希望)

医薬品情報に関する入手手段とは，患者が

その保険薬局から医薬品情械を 入手するた

めの手段ということであり，その保険薬局が話会段から情

報収集している手段を志味するものではありません。

基準調剤加算に係る町山要件については， 2002年度の

調剤報酬改定において見直され，そのす[1三iも恭準鯛斉IJ力11

算 lおよび2の21三分となりました。この加算は，保険柴

局における機能を改めて評価したもので，多くの保険医

療機関からの処方せん)，[;、需体制J(区.薬品の備薬品目数)を

はじめ，休日や ~~J'r間外など緊急、u寺の対位、ャ，医薬iRlに閲

する情報j是供もしくは相談に)，i::.じるイ本制をきちんと耳又っ

ていることなどが刷出要件の恭準として示されています。

このうち，医薬品情報を入手するための手段(連絡方法

および連絡先など)を柴局の外側の見えやすい場所に掲示

するという基準は，患者がその保険薬局から医薬品情報

を入手するための手段，すなわち，その保険薬局 として

の相談窓口を明縫にすることを求めているので、す。電話

番号やファクシミリ番号などのほか，ホームページや メ

ー ールアドレスがある場合には，それらをi舌用することも l

r つの有効な方法でしょう 。
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返戻されたレセブトを確認していたと

ころ，保陵資格の喪失などが多く，ま

た，その患者さんに連絡しても住所や電話番号が

褒わってしまっているケースもあります。このよ

うな場合，どうすればよいのでしょうか。

(匿名希望)

なかなか難しい問題ですが，実際には，新

しく加入した保険に係る調斉IJであれば，そ

の新しい保険者喬 号および被保険者証の記号 ・番一号に訂

正した上で手]請求するか， もしくは，その患者ーから直媛

徴収せざるを得ないケースが[まとんどのようです。

退職や転職などに伴い加入している似険が変更となっ

た場合，加入者は速やかに被保険者証を返還することに

なっており，それ以降は，新しく力IJ入した保険者から交

付された被保険者誌により医療を受けることになります。

しかし，移行 した直後などは，忠孝;ーが新しい被保険者証

を保険医療機I'!，J~こ提示することを忘れてしまうケースも

あるようで，そのような場合には，保険医療機関や保険

薬局は資十件喪失前の保険1'i脊サ -被保険.{'di正のまま保険

請求することとなってしまい，結果的にレセプトが返戻

されてしまうことがあるようです。

f~~険柴)再 では，思者の保険者番号や被保険者jjiEの記

号 ・千五二号などは，原則として処方せんに記載されている

内容から確認することになヮているため，保険柴局1ft11に

おいて資格誤 りを防止ーすることは悶雑ですが， しかし，

保険者の立場ーとしても既に加入者ではない忠、者の医療費

を支払うことは困難でしょう 。新しく力"入した保険者に

係る剖斉IJであれば，保険者番号などにi1JTFーした kでpj:請

求すればよいと思いますが，それ以外の場合には，何と

か患者の連絡先を調べた仁で， 直接患者ーから費用を徴収

するしか方法はないようです。

2002年 10月からの尚齢者の定本台、旧制(1剖または2割)

の導入に作い，保険薬局においてもその自己負担区分を

きちんと把爆できるよう， I保険薬局及び‘保険:決済IJ師療養

判当競民JjJの内容が}音1¥改正されています。これらを適

切に運用・活用し，できるだけ資格喪失によるレセプト

の返戻を防止.するよう努めてください。


